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Ⅰ　区分の困難性

教育研究経費と管理経費の区分の実藻的取歌

いの難しさについては，文部省令学校法人会計

基準（以下「基準」とい∋）の実施以来の問題

であり，現在もまだ解決されていない．

学校法人の諸活動は，多かれ少なかれすべて

教育研究のためのものであり．それを教育研究

のためのものと管理のためのものとに区分する

ことには疑問があり．したがって，それ故にそ

の区分は美香的に大変困難を伴うとの主張は

「基準」実施以来の声である。

また，その区分の難しさは企業会計をみても

推し測ることができる。企業会計におけるこれ

と同様の表示は「販売費及び一般管理費」であ

り．格別「版売費」と「一般管理費」とに区分

表示されておらず．仮に，それを正確に区分表

示するとしたら，その難しさは想像に難くない

であろう．

しかしながら，「基準」でその区分が求めら

れている限り．学揆法人は，区分処理及び表示

を実施せざるを得ず，よって，実務上の難しさ

を解決するものとして公表されたものが後述す
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るところの文部省通知である。

‡　区分の必要性

教育研究経費と管理経費の区分の必要性は仁

現状においては，2つ考えられる．

1つ軋「基準」の定めである。「基準」軋
●■●

第12桑及び第23条において，資垂収支計算書の

様式及び消費収支計算書の様式をそれぞれ産め

ている。ため転「基準」に基づく会計処理及

び計算書煩の作成を求められている学校法人

は，当然のこととして教育研究経費と管理経費

の区分をした資金収支計算革及び消牽収支計算

書を作成しなければならないことになる．

「基準」様式第】号〔資金収支計算■〕

大和冒…‥・教育研究経費支出

小科目……消耗品費支出

光熱水費支出

旅費交通費支出

奨学費支出

（何）

大科目……管理経費支出

小利冒……消耗品キ支出

光熱水費支出

旅費交通費支坦

（何）
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特集Ⅰ／学校法人の監査をめぐる音問題

「基準」様式第4号〔消費収支計算書〕

大利昌……教育研究経費

小科冒……消耗品費

光熱水費

旅費交通費

奨学費

減価償却額

（何）

大科目……管理経費

小科目……消耗品費

光熱水費

旅費交通費

滅価償却額

（何）

2つ軋補助金上の取扱いである。「私立大

学等経常費補助金取扱要領」（以下，「補助金取

扱要額」とい5）軋補助金対象経費として，

教育研究経費を挙げている．

すなわち，昭和60年11月育「補助金取扱要

領」軋補助金の対象となる経常的経費の範囲

として．「私立大学等の経常的経矧軋　次に掲

げる経費で，昭和60年4月1日から昭和61年3

月31日までに当該学校法人が支出したもの（（5）

並びに（6）のア及びウの経費については．納入そ

の他の相手方の給秤が完了したもの）とすると

して，（5）で教育研究経常費を掲げるとともに．

その内容を次のように説明している．

「教育研究磋常費

機械，器具及び傭晶（1個又は1組の価格が500

万円以上のものを除く。），図書．消耗品，燃料等の

購入費並びに賃金，印別製本費，光熱水料，通信運

搬費等私立大学等における教育研究に要する経常的

経費」

更に．「補助金取私費額」は，これら経常的経

費の算定方法．補助金の基準額∴補助金の基準

額の調薬及び補助金の額についてＦＬ配分基準

で定めるとして．その詳細を「私立大学等経常

費補助金配分基準」（以下．「補助金配分基準」

とい∋）に委ねている。この「補助金配分基準」

によると．教育研究経常費に係る補助金は次の

順序で算走されていくことになっている．

①　補助金算定の基礎となる経常的経費の算是

学部等ごとに別に算定した専任教員等数及び別

に算売した学生の数にそれぞれ別表4－1の専任

教員等1人当たりの金額及び別表4－2の学生1

人当たりの金額を乗じて得た金額の合計額を基礎

金額とする。ただし．学部ごとの実支出額を限度

とする．

②　補助金の基準額の算定．

①により算定した基礎金額に5／10を乗じて得た

金額を基準額とする。

③　補助金の基準額の調整

②の金額及び他に補助金の対象となっている金

額として算是されている専任教員等鎗与乱　専任

職員鎗与費の金額をｆ　次の事項によって調整等を

行う．

◎調薬係数による調整（100点を基準としているも

のを．次の事項の内容によって配点膏し，補助

金の基準額を調整する。）

材）調整笹当たって調整すべき事項及び標準配

点

Ａ　学部等ごとの学生総定員に対する在籍学

生数の割合（30点）

Ｂ　学部等ごとの専任教員等の数忙対する妾

籍学生数の割合（30点）

Ｃ　学部ごと、の学生納入金収入に対する教育

研究経費支出及び設備関係支出（車蔀支出

は除く。）の割合（40点）

伺　標準配点灯）の調整

材）の凛準配点を打）のＡ～Ｃの状況（割合）

をもって．50％から130％までの範囲内で，

Ａ～Ｃごとに調整する．●

このような手膳を経て補助金が算出されるた

め．教育研究経費の額が如何ほどかが重要とな

り，管理経費との区分が話題になるのである。

すなわち．上の附のＣで記されている「学生納

付金収入に対する教育研究経費支出と設備関係

支出の合計額の割合」に応じて次頁第】表の調

整係数表で求めた調整率を標準配点に影響させ

ることになるのである。

例えば，その他系大学で．求めた・Ｃの割合が

会計ジャ二ナル1987年2月号 41



Ｊ
 
ｌ
　
旗
　
日
廿
．
＝
虹
　
守
雄
　
汗
軋
　
！
⊥
　
⊥

㌧

（
　
」
工

車

　

　

　

　

　

（

＃】喪　調　整　係　数　表

率
区　　　　　分 Ｈ（60）口（50）

専任教員等の数に対
する在籍学生数の割
合
（学部等ごと）
（大　　　学）
医

歯

看護・蘇生・栄養・
薬●・戴灸・音楽・美
術・造形・芸術・家
政・文家政・体育
華・エ・理工・生産
工学・芸術
渾・農・園
・獣医・農
医畜産・水
保健・環境

海
農
獣

・酷・
学
・
医
　
健

工
芸
獣
産
保

文・外国語・人文・
文理・教養・学芸・
社会福祉・神・仏教
・教育・文芸・人間
科学
法ｒ経済・商・経営
・法経・政経・政治
経済・商経・社会科
学・赴会・産業社会
・国際関係・経営情
報・情報

（嘉大・高専）
理工系

～ユ回二し3二し6二】2．。～232．3～232．7～333．1～3二Ｉ3．5二

～1．3】1，4～1．7江．8～2．割2．5～3．1】3．2－3．8】3．9～4．7図．8～5．6】5．7～6．5【6．6－

24～25】26～

12～16117～20】21－24Ⅰ25～28129～32【33～

6～9ＩｌＯ～14】15～19120～23124～27】28～31【32～35侍6－

生
人
数
費
設
出
出

学
収
る
経
び
支
支

納
に
育
支
膀
（
Ⅰま

）

金
す
究
及
係
輌
く

付
対
研
出
開
草
陰

の割合
（学佼ごと）

～70】69～65】64～60159～55Ｉ54～50149－45144～40】39～35【34～

～60【59～55154～50149～45【44～40【39～35】34～30129～25124～

～5引53～49】48～44143～39138～34133～29128～24】23～19【18～

～38137～35】34～32131～29128－26】25～23】22～20119～17116～

闇

明

！

雪

害

－
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特集Ⅰ／学校法人の監査をめぐる藷問葛

45％の場合の調整率は110％となり，標準配点

40に110％を乗じてこの配点は44となり，これ
ｌ

はＡ＋Ｂ＋Ｃの総配点を押し上げ，最終的に補

助金の増額の要因となるのである。したがって．

求めた教育研究経費割合が調整率の変わる境に

ある場合にはＬ　それが1％異なっても補助金に

大きく影響を与えることになり，教育研究経費

の絶対額に重要性がもたされることになる。

ただし，この「補助金配分基準」の教育研究

経費率を基礎とした補助金算産方法は，「基準」

が経費を教育研究経費と管理経費とに区分する

ことを求めていることからして定められている

のか．それとも．教育研究経費率を配分基準と

するために「基準」が経費を教育研究経費と管

理経費に区分したのか．いずれであるかは明ら

かでない．

Ⅲ　通知の取扱い

「基準」は，教育研究経費と管理経費の区分

を求めているが．その詳細については何らの定

めをおいていない。ために，それを補完するた

めに，文部省はその取扱通知を出している。昭

和46年11月27日付雅管第118号「教育研究経費

と管理経費の区分について」（以下．「通知」と

い5）が，それである。また，日本公認会計士協

会も．昭和61年7月15日付で学揆法人会計問答

集（Ｑ＆Ａ）第6号として「教育研究経費と管

理経費の区分について」（以下，「Ｑ＆Ａ」とい

う）を公表している。

現葦までのところ，これら2つのものが公表

されている数少ない区分についての取扱いであ

る。したがって，各学校法人の処理及び表示

軋　これらに基づいて．もしくは参考にして行

われ．また公認会計士等の監査も．これらに基

づいて，もしくは参考にして行われるであろう

と推量される。

周知のよ　うに，「通知」軋　学校法人財務基

準調査研究会の報告を内容としたものであり，

その報告の前文には次のような記載がある。

「昭和46年2月25日において報告した「学揆法人計

算書類記載要領」において示した記載科昌のうち，

教育研究経費と管理経費濫ついて軋　その区分の方

法について共通の原則により処理することが適当で

あると思料しているので，この会議において検討を

行った鑑果．このほど別紙のとおり一応の結論を得

たので報告します。なお，別紙の区分の方法は．当

面の取扱いについて示したものであり，今後の実施

経験笹よる妥当な慣行の生成の状況を勘案して．さ

らに検討を行なう必要があると考えます。」

すなわち，教育研究経費と管理経費の区分

は，】日に述べたように大変華しいものがあり，

この難しさが言われるのは，教育研究経費の定

義及び管理経費の定義が明瞭でないところにあ

るため，この「報告」で】応の共通原則を示す

とい5ことである。ただ．内容は，管理経費の

範囲を明らかにすることにより了教育研究経費

を明らかにすることを試みているが．この取扱

いでの実香的処理は極めて困難であることは従

来より言われてきたところである。ために．更

にこれを補完するものとして出されたものが

「Ｑ＆Ａ」である．

＜「通知」♯文＞

「次の各項に該当することが明らかな経熱ま．これ

を管理経費とし，それ以外の経費については主たる

使途匿従って教育研究経費と管理経費のいずれかに
含めるものとする．

1．役員の行なう業務執行のためＦこ葬する経費およ

会計ジャーナル19卯年2月号

山　口　喜　久　兵

公認会計士

連絡先：

東京都練馬区東大泉4■6－4
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び評議員会のために要する経費

2．総務・人事・財審・経理その他これに準ずる法

人業務に要する経費　　イ／／

3．教職員の福利厚生のための経費

4．教育研究活動以外に使用する施設，設備の修繕，

維持，保全に要する経費（減価償却費を含む。）

5．学生生徒等の募集のために要する経費

6．補助活動事業のうち食堂，売店のために要する

経費

7．附属病院業務のうち教育研究業務以外の業務に

要する経費」

Ⅳ「通知」の解釈

「通知」本文の読み方については，従来より

統一されていなかったため．「Ｑ＆Ａ」ではま

ず．その点の調整を図り，その結論が（質問】）

で取り上げられている．

（賞間1）文部省通知（雑管第118号，以下「通知」

という。）の「次の各項に該当することが明らかな経

費は．これを管理経費とし，それ以外の経費につい

ては主たる使途に従って教育研究経費と管理経費の

いずれかに含めるものとする。」は，どのように解釈

するのでしェう。

（答）

「通知」の文言は，次のように解釈するのが妥当で

ある。

（1）「通知」の報告別紙に限定列挙されている1－

7の各項に該当することが明らかな経費は必ず管

理経費（支出）とする。

したがって11～7に列挙されている経費で，

例えば光熱水費のように教育研究用及び管寛用の

双方に関連しているものについては，それぞれ直

音把崖するか．その使用割合など合理的な配分基

準によって按分する．

（2）1～7に列挙されていない経費，例えば私学団

体関係費のようなもの軋　その主たる使途に従っ

て教育研究経費（支出）か管理経費（支出）のい

ずれかに処理する。

Ⅴ　建物の取壊し費用

一般に建物の取壊しのための費用は多額のこ

44

とが多く，かつまた．これが経常的に支出され

る費用でないため，補助金を受けている学匠法

人は，これが補助金算定に影響することを嫌

い，管理経費として処理することが多かった。

このような会計管理をしておりながら，当該学

校法人は，決して建物取壊し費用が管理経費で

あると考えているわけではなく，どちらかとい

うと，教育研究経費の範囲に含まれるのではな

いかと考えているとの話もよく聞かれたもので

ある。そこで．建物の取壊し費用の区分問題を

扱ったのが，「Ｑ＆Ａ」質問2である。また．質

問3は，建物の取壊し費の特殊な場合について

触れたものである。

（質問2）建物等の取壊し費用の会計処理について

は，教育研究経費と管理経費のいずれに処理すべ

きでしょうか。

（答）

（1）従来より使用していた固定資産の除却等により

取壊しのための支出が生じた場合は，取壊しの対

象となった資産の使途に応じて経費処理する。

すなわち，教育研究関係の固定資産の取壊し費

用軋　教育研究経費（支出）とし，管理関係の固

定資産の取壊し費用は．管理経費（支出）として

処理する．

（2）以上の考え方に対して，教育研究諸活動の維持

・継続のための支出か香かを重視して，取壊しに

より教育研究活動が停止する場合には教育研究経

費（支出）とすべきではないとする有力な見解も

あるので，取壊し経費の経費区分の原則的考えは，

上記（1）によるのが妥当であるが．建物等の取り壊

し後の土地を教育研究関係から管理関係へ使途変

更する場合には，管理経費（支出）処理を認める

ものとする．

（貸間3）質問2で，建物等の取壊し経費は経費処

理すると回答していますが．土地とともに取得し

た建物を取痍した場合も同様の処理でよいのゼし

ようか。

（答）

自ら土地を利用する臥的で土地付き建物を取得

し，その建物を取壊した場合に札　取壊しに当たっ

て生じた支出を経費処理せずに，土地の取得価額に

算入する．

会計ジャーナル1987年2月号
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特集Ⅰ／学校法人の監査をめぐる諸問題

施設に係る経費で「通知」において管理経費

となるものは，「教育研究活動以外に使用する
‘●

施設，設備の唸繕，維持，保全に要する経費

（減価錬却費を含む。）」である．これを判断基

準として牧舎の取壊し費用を狙上にあげてみる

と．牧舎の取壊し費用が管理経費であるとする

繕論は兄い出しがたく，よって校舎の取壊し費

用は教育研究経費，管理用建物の取壊し費用は

管理経費としたのが「Ｑ＆Ａ」の質問2である．

ただ，「通知」の「教育研究活動以外に使用

する施設．設備の修繕，維持・保全に要する経

費（減価族却費を含む．）」軋　施設，設備の使

用中のことを述べているものであって．取壊し

対象になるような場合は，このケースには含ま

れず，その場合，法人が取壊しの意志決定をし

たのだから「法人費」として管理経費とすべき

との考え方もするよ5であるが，「Ｑ＆Ａ」はそ

のような考え方をとっていない。かえって．取

壊し費用が建物等の除廃却の際にかかるのであ

れば，建物等の使用中に前もってその費用を認

識すべきことも考えてもよいのだから，取壊し

前と後とで教育用か管理用かの判断が変わるの

は疑問との意見もあり，上述のような島論が導

き出されたものである。

なおト質問2の（2）で．（1）と逆の考え方がそれ

も正当と述べられているが．これは「教育，研

究活動の継続を目途としない取壊し費用は，管

理経費・建物除却費で処理する」とい5日本私

学振興財団の指導があるため，その指導を受け

入れるための括置である。

よって．「Ｑ＆Ａ」によると建物等の取壊し費

用の取扱いは次のようにまとめられる．

（1）教育研究費用施設の取壊し後，その土地を

また教育研究用として使用する場合の取壊し

費用……教育研究経費

（2）教育研究用施設の取壊し後，その土地を管

理用として使用する場合の取壊し費用……教

育研究経費又は管理経費

（3）管理用施設の取壊し後．その土地を管理用

として使用する場合の取壊し費用……管理経

費

（4）管理用施設の取壊し後．その土地を教育研

究用として使用する場合の取壊し費用……管

理経費

Ⅵ　補助活動事業に係る費用

補助活動事業に係る経費の区分についてＦＬ

「通知」で食堂，売店のために要する経費は管

理経費とし．寄宿舎に要する経費は各学校法人

における寄畜舎の性格と実態に即して各学校法

人において判断することとしているため，寄宿

舎に要する経費の区分についてはよく疑問が呈

せられていたものである．これに対して「Ｑ＆

Ａ」は，質問4の（2）のようにその区分を割り切

ったものである．

（質問4）学揆法人会計基準によると補助活動事業

として食堂，売店．寄宿舎等を挙げていますが了そ

れらの事業に係る経費については，教育研究経費に

処理するのか，それとも管理経費に処理するのか．

見解がはっきりしていないようですが，どのような

処理がよろしいのでしょうか云

（答）

（1）金堂，売店及び全寮制以外の寄宿舎に係る経費

（支出）は管理経キ（支出）とし，全寮制寄宿舎

に係る経費（支出）は教育研究経費（支出）とする。

（2）上記（1）でいう全豪制とは，教育研究冒的により

1年生全員の寄宿を義務付ける等の場合をいうあ

であって．単に遠隔地からの学生の一部に対して

寄宿舎を用意しておく場合は含まれない．

（3）上記（江（2）以外の補助活動事業に係る経費区分

は寄宿舎事業の区分の考え方を準用する．

（質問5）質問4の考え方は事業収入の科目に含ま

れる小科目で処理されるすべての事業に適用される

のですか．それとも補助活動収入に処理される事業
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に限られるのですか。

（答）

補助活動収入に処理される事業に限る。

Ⅶ　公開講座等に要する経費

「Ｑ＆Ａ」の質問4，貸間5で補助活動事業

に要する経費のうち，学生の係わりが一律に義

務づけられる事業に限って教育研究経費処理を

認めたものである。とすると，学生の係わりが

一律に義審づけられていない公開講座とか課外

講座等は教育研究の感が強いものであっても．

それに要する経費を管理経費に処理しなければ

ならないことになってしま5。よって．そのよ

5な事業に係る経費の教育研究経費としての処

理を認めるための括置が質問6である．

ただし，単に全開講座とか課外話座とかいっ

ても．その内容は千差万別である．したがっ

てト質問6の適用にあたっては，十分その事業

内容の検討が肝要であることを述べたのが質問

6の最後の「なお書」である。

（賞間6）公開詳座，課外註座等の収入は，（大科

目）事業収入（小科目）補助活動収入で処理されて

いる場合が多いようですが．これらの事業に係る経

辛も質問4と同じ取扱いとするのでしょうか。
（答）

補助活動事業としてほ，次のような事業が一赦的
に挙げられる。

（1）食堂．売店．寄宿舎等の事業

（2）説務上は収益事業と考えられるが，寄付行為で

収益事業として定めていない事業

（3）学校教育のカリキュラムの中で軋　取り扱われ

ていない本質問のような教育補完事業等

（1）と（2）の事業軋　正に質問4の取扱いが求められ

るが．（3）の事業についてはそのまま質問4の取扱い
を適用するには無理がある。

したがって，養質問のような学校教育の補完とし

て考えられるような事業で．かつ．事業収入（大科

目）の中に補助活動収入とは別の小科目（例えは「公
開講座収入」）を設けてその科目で収入を処理してい
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るものについては，質問4の取扱いを適用せず，教

育研究経費（支出）処理を認めるものとする．この

考え方によると，収入の処理科目によってその経費

（支出）が教育研究経費（支出）か，管理経費（支

出）かに区分されて処理されるので，上記の科目細

分忙ついては十分な注意が肝要である．

なお．この場合．同じような名称を用いながら．

その内容は千差万別のことが多々あるので事業の適

確な実体把握に留意されたい。

Ⅶ　給食，スクールノミス等に要す

る経費

（質問γ）幼稚園で軋　給食．スクール′；ス等の卒

業が実施され，それらの事業の収入も補助活動収入

で処理されていることが多いようですが．これらの

事業に係る経費も質問4と同じ取歌いによるのでし

ょうか。

（答）

鎗食事業もスクール′ミス事業も，いずれの事業も

それなりに教育的意味を替っていることを考慮する

と，質問4の取扱いをそのまま適用することには大

変難しい問題を含んでいるのは質問6と同様であ

る。給食事業やスクール′ミス事業の教育色の有無に

ついては，種々の主菜があり，その性格付けは難し

いところであるが．今回の実務問答集は，経費（支

出）の区分の割り切りにあるので，これらの垂業に

ついても質問4の取改いと同様に考えている。

なお，この考え方は．給食．スク■ルノミス等の事

業に係る収入を「補助活動収入」と必ずしも限定す

ることではない。よって，その合理色が認められる

限り当該事業収入を学生生徒等納付金（収入）で処

理することも認められる。

質問γＦＬ　給食事業やスクールノミスの教育的

意味をそれなりに認めながらも．それに要する

経費を管理経費としたものであるが．最後の

「なお書」で教育研究経費として処理すること

を認められる場合について述べている卜すなわ

ち，学校法人が，その事業に係る収入を教育性

を重視して「納付金収入」として処理する場合

に軋　その要する経費の教育研究経費処理を認

めるというものである。
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